
◎電気通信事業法の一部を改正する法律 
（令和元年五月一七日法律第五号）   

一、提案理由（平成三一年四月一一日・衆議院総務委員会） 

○石田国務大臣 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する

法律案につきまして、御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 続きまして、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及

び内容の概要を御説明申し上げます。 

 電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、

移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に

関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の

適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、

電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行

為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加

するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講ずる

必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるもの

として指定した移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信

役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を

指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務の提供に関する

契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信

事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはな

らないとする規定を整備することとしております。 

 第二に、電気通信事業者は、総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する

契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である

旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないとする規定を整備することとしております。 

 第三に、電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣により指定

された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、そ

の旨を総務大臣に届け出なければならないとするとともに、第一及び第二で申し上げた

電気通信事業者がしてはならない行為について、その届出をした者も同様にしてはなら

ないとする規定を整備することとしております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 



 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成三一年四月二三日） 

○江田康幸君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進

及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気

通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の

締結の勧誘に係る禁止行為の拡大及び当該契約の締結の媒介等の業務に係る届出制度の

導入等の措置を講じようとするものであります。 

 両案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付

託されました。 

 委員会におきましては、同日両案について石田総務大臣から提案理由の説明を聴取し

た後、十六日から質疑に入り、十八日質疑を終局いたしました。質疑終局後、まず、電

波法の一部を改正する法律案について討論を行い、採決いたしましたところ、賛成多数

をもって、次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について採決いたしましたと

ころ、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

一 携帯電話料金について、わかりやすい料金プランの提示がなされているかも含め、

事業者による料金設定の動向を注視し、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を

行うこと。 

二 利用者の自由な選択に基づく良質なモバイルサービスの提供を促進するため、モバ

イル市場における公正かつ自由な競争環境の確保に努めるとともに、事業者の経営判

断及び健全な事業活動を阻害することのないよう十分に配慮すること。 

三 通信料金と端末代金の分離にかかる事業者の指定の除外は、事業者間の公平性及び

利用者の適切なサービス選択の確保に配慮し、慎重に行うこと。 

四 行き過ぎた顧客の囲い込みについて、その内容を総務省令で定めるに当たっては、

利用者の自由なサービス選択が阻害されることのないよう配慮するとともに、公正な

競争の促進を目的とする電気通信事業法の趣旨に鑑み、具体的に規定すること。 

五 事業者・販売代理店の勧誘に係る禁止規定については、事業者及び利用者に混乱を

生じさせないよう、その内容に関するわかりやすい情報を事業者・販売代理店及び利

用者に提供するなど、所要の措置を講ずること。また、電気通信サービス等に対する

苦情等については、利用者保護の観点に立って、消費者庁等関係各省庁とも連携し、



必要に応じ関係事業者に対して十分な指導を行うこと。 

六 携帯電話が国民生活にとって大きな役割を果たしていることを踏まえ、法律の施行

によるサービスの提供条件等の急な変更により利用者の混乱が起きないよう、また、

変更後も携帯電話の安心・安全な利用が確保されるよう十分な準備期間の設定等の利

用者の保護への配慮をすること。 

七 改正法施行までの期間、行き過ぎたキャッシュバックや顧客囲い込み等の改正法の

趣旨に反した競争により利用者間の不公平を生じさせ、適切なサービス選択が阻害さ

れることのないよう、事業者に対して、必要な措置を講ずること。 

八 ５Ｇ時代に向けて、新たなサービスが進展し、創意工夫やイノベーションが阻害さ

れることがないように、法の運用に努めるとともに時代に合わせて見直しを図ること。 

三、参議院総務委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進

及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気

通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の

締結の勧誘に係る禁止行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に

届出義務を課す等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、電波利用料の料額の見直しを

今回行う必要性、歳入歳出累積差額の活用方針、特定基地局開設料及び公共用無線局か

らの電波利用料徴収の趣旨及び妥当性、携帯電話料金の低廉化及び公正競争確保の実効

性、５Ｇと今後の社会の在り方、政省令委任事項の内容等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より電

波法改正案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、電波法改正案は多数をもって、電気通信事業法改正

案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月九日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、携帯電話料金について、事業者による料金設定の動向や販売代理店を含めたわかり

やすい料金プランの提示状況を注視し、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を

行うこと。 

二、利用者の自由な選択に基づく良質なモバイルサービスの提供が促進されるよう、モ

バイル市場における公正かつ自由な競争環境の確保に努めるとともに、事業者の経営



判断及び健全な事業活動を阻害することのないよう十分に配慮すること。 

三、通信料金と端末代金の分離の在り方や行き過ぎた顧客の囲い込みの内容を総務省令

で定めるに当たっては、利用者の自由なサービス選択が阻害されることのないよう配

慮するとともに、公正な競争の促進を目的とする電気通信事業法の趣旨に鑑み、具体

的に規定すること。 

  また、本法施行によるサービスの提供条件等の急な変更により利用者が混乱しない

よう、十分な周知期間を確保するなど、利用者保護に努めること。 

四、通信料金と端末代金の分離等に係る事業者の指定除外について総務省令を定めるに

当たっては、事業者間の公平性及び利用者の適切なサービス選択の確保に配慮し、慎

重に行うこと。 

五、事業者・販売代理店の勧誘等の禁止行為について総務省令を定めるに当たっては、

事業者及び利用者に混乱を生じさせないよう内容を明確化するとともに、当該内容に

関するわかりやすい情報を提供するなど周知徹底に努めること。 

  また、電気通信サービス等に対する苦情等については、利用者保護の観点に立って、

消費者庁等関係各省庁とも連携し、必要に応じ関係事業者に対して十分な指導を行う

こと。 

六、本法施行までの期間、行き過ぎたキャッシュバックや顧客囲い込み等の本法の趣旨

に反した競争により利用者間の不公平を生じさせ、適切なサービス選択が阻害される

ことのないよう、事業者に対して、必要な措置を講ずること。 

七、５Ｇ時代に向けて、新たなサービスが進展し、創意工夫やイノベーションが阻害さ

れることがないよう、法の運用に努めるとともに、その社会的影響を多面的に考慮し、

時代に合わせて見直しを図ること。 

  右決議する。 


